
児
童
虐
待
か
も
と
思
っ
た
ら
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）
番
へ 10月の休日・準夜　初期救急医療機関（入院を必要としない程度の急患の方）※往診はしません

休日診療医療機関 準夜診療医療機関 歯科診療医療機関

受付 9:00~11:45 13:00~16:45 受付 17:00~21:45 受付 9:00~12:00　　　　　　13:00~17:00　

診療 9:00~12:00 13:00~17:00 診療 17:00~22:00 診療 9:00~12:00 13:00~17:00

2日
(日)

星野小児科内科クリニック
小川東1‐19‐20 1F
☎559‐7332

近藤医院
油平35
☎558‐0506

きくち歯科クリニック
秋川4‐12‐4 私市ビル1Ｆ
☎532‐7345

9日
(日)

鈴木内科
舘谷156‐2　☎596‐2307

草花クリニック
草花2724　☎558‐7127

おおの歯科医院
秋川6‐15‐30　☎550‐0484

10日
(月)

清水耳鼻咽喉科クリニック
五日市1039‐1　☎596‐6311

佐藤内科循環器科クリニック
秋川2‐5‐1　☎550‐7831

澤田歯科医院
二宮2244　☎558‐5528

16日
(日)

葉山医院
引田552　☎558‐0543

あきる台病院
秋川6‐5‐1　☎559‐5761

よしざわ歯科医院
伊奈976‐2　☎596‐6262

23日
(日)

いなメディカルクリニック
伊奈477‐1　☎596‐0881

瀬戸岡医院
二宮1240　☎558‐3930

大塚歯科医院
雨間554‐1　☎559‐6328

30日
(日)

小机クリニック
小中野160　☎596‐3908

さくらクリニック
野辺1003　☎559‐0118

越智歯科クリニック
野辺486‐1　☎558‐1182

※診療時間は変更になる場合があります。また、受診する際は、事前に診療科目を確認してください
※この他に、休日・夜間に通常診療を行っている医療機関があります。「あきる野市内医療機関一覧」、市ホームページ、東京都医

療機関案内サービス「ひまわり」（☎03-5272-0303）をご利用ください。
※「あきる野市内医療機関一覧」は、診療科目・診療時間・休診日が分かります。広報あきる野９月１５日号と、市ホームページに

掲載しています。また、市役所、五日市出張所、増戸連絡所に置いています。

○休日、祝日中の新型コロナウイルス受診相談窓口について

休日、祝日中の新型コロナウイルス感染症に関する相談は「新型コロナコールセンター」（☎0570-550-571：午前９時～午後
１０時）を、新型コロナウイルスへ感染した疑いのある場合の相談は「東京都発熱相談センター」（☎03-5320-4592：終日 / ☎
03-6258-5780：終日）、「東京都発熱相談センター医療機関案内専用ダイヤル（☎03-6732-8864：終日）をご利用ください。 

▽
子
育
て
講
座
「
楽
器
で
遊
ぼ
う
」

楽
器
を
使
っ
て
親
子
で
楽
し
く
遊

び
ま
す
。

▽
日
時

10
月
26
日
㈬

午
前
10
時

30
分
～
11
時
30
分

▽
場
所

子
ど
も
家
庭
支
援
セ
ン

タ
ー
研
修
室

▽
講
師

吉
野
良
子
さ
ん
（
音
楽
療

法
士
）

▽
対
象

１
歳
の
子
ど
も
と
そ
の
保

護
者

▽
定
員

15
組
（
申
込
み
順
）

▽
費
用

無
料

▽
そ
の
他

当
日
の
検
温
と
マ
ス
ク

着
用
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▽
申
込
み
方
法

10
月
３
日
㈪
か
ら

電
話
で
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

子
ど
も
家
庭

支
援
セ
ン
タ
ー
子
育
て
支
援
事
業

係
（
☎
５
５
０
・
３
３
６
１
）

予
約
制
で
行
い
ま
す
。
対
象
者
に

は
、
個
別
に
日
程
な
ど
を
通
知
し
ま

す
。

▽
健
診
種
別

●
３
～
４
か
月
児
健
診

●
１
歳
６
か
月
児
健
診

●
３
歳
児
健
診

※
最
近
転
入
し
た
方
で
未
受
診
の
方

は
連
絡
し
て
く
だ
さ
い
。

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

影
響
で
延
期
し
た
こ
と
か
ら
、
健

診
の
案
内
が
従
来
よ
り
遅
く
な
っ

て
い
ま
す
。

※
受
付
時
間
は
、
健
診
ご
と
に
異
な

る
た
め
、
手
元
に
届
い
た
通
知
を

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
場
所

あ
き
る
野
保
健
相
談
所

▽
申
込
み
方
法

通
知
に
記
載
の
あ

る
方
法
で
予
約
し
て
く
だ
さ
い
。

▽
期
日

10
月
17
日
㈪
・
20
日
㈭

▽
受
付
時
間

午
前
９
時
～
10
時
30

分
※
15
分
間
隔
で
７
回
に
分
け
て
予
約

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
場
所

あ
き
る
野
保
健
相
談
所

▽
定
員

各
日
親
子
15
組
（
申
込
み

順
）

▽
そ
の
他

電
話
で
の
育
児
相
談
も

随
時
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

▽
申
込
み
方
法

電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

健
康
課
母
子

保
健
係
（
直
通
５
５
８
・
５
０
９

１
）

む
し
歯
の
で
き
か
た
と
予
防
、
歯

み
が
き
の
方
法
、
歯
科
健
診
・
フ
ッ

素
塗
布
の
受
け
方
を
説
明
し
ま
す
。

▽
期
日

10
月
24
日
㈪

▽
受
付
時
間

午
前
９
時
～
11
時

※
30
分
間
隔
で
５
回
に
分
け
て
予
約

を
受
け
付
け
実
施
し
ま
す
。

▽
場
所

あ
き
る
野
保
健
相
談
所

▽
対
象

８
か
月
か
ら
２
歳
10
か
月

ま
で
の
乳
幼
児
の
保
護
者

▽
定
員

各
回
１
人

▽
申
込
み
方
法

電
話
で
申
し
込
ん

で
く
だ
さ
い
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

健
康
課
母
子

保
健
係
（
直
通
５
５
８
・
５
０
９

１
）

保
健
師･

栄
養
士
に
よ
る
健
康
や

栄
養
に
関
す
る
相
談
を
行
い
ま
す
。

▽
期
日
・
受
付
場
所

●
10
月
６
日
㈭
・
27
日
㈭
…
健
康
課

窓
口

▽
時
間

●
１
回
目
…
午
後
１
時
15
分
～

●
２
回
目
…
午
後
２
時
15
分
～

●
３
回
目
…
午
後
３
時
15
分
～

▽
定
員

６
人
（
予
約
制
）

▽
そ
の
他

電
話
で
申
し
込
ん
で
く

だ
さ
い
。
当
日
は
検
温
、
マ
ス
ク

着
用
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

▽
申
込
み
・
問
合
せ

健
康
課
健
康

づ
く
り
係
（
直
通
５
５
８
・
１
１

８
３
）

10
月
の
乳
幼
児
健
診

（
予
約
制
）

10
月
の
育
児
相
談
と

身
体
測
定（
予
約
制
）

10
月
の
む
し
歯
予
防
教
室

（
予
約
制
）

10
月
の
健
康
相
談（
予
約
制
）

▽
申
込
み
・
問
合
せ

健
康
課
母
子

保
健
係
（
直
通
５
５
８
・
５
０
９

１
）

10
月
の
市
税
の
納
期

○
市
・
都
民
税

第
３
期

○
国
民
健
康
保
険
税

第
４
期

Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ

創
業
支
援
セ
ミ
ナ
ー

現
役
の
福
祉
事
業
者
が
教
え
る
！

「
福
祉
事
業
の
始
め
方
」

福
祉
事
業
で
創
業
を
考
え
て
い
る

方
や
創
業
し
て
間
も
な
い
福
祉
事
業

者
向
け
に
、
福
祉
事
業
の
経
営
と
留

意
点
や
許
認
可
の
取
得
要
件
と
手
続

き
に
つ
い
て
、
現
役
の
福
祉
事
業
者

で
中
小
企
業
診
断
士
で
も
あ
る
Ｂ
ｉ

＠
Ｓ
ｔ
ａ
相
談
員
が
ポ
イ
ン
ト
を
解

説
し
ま
す
。

▽
日
時  

10
月
18
日
㈫

午
後
２
時

30
分
～
４
時

▽
場
所

Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
ス
モ
ー
ル

オ
フ
ィ
ス
（
あ
き
る
野
ル
ピ
ア
２

階
）

▽
講
師

發
知
健
太
郎
さ
ん
（
Ｂ
ｉ

＠
Ｓ
ｔ
ａ
相
談
員
、
中
小
企
業
診

断
士
）

▽
定
員

５
人
（
申
込
み
順
）

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
青
梅
の
職
員

に
よ
る
就
労
相
談

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
青
梅
の
職
員
が
就

労
に
関
す
る
個
別
相
談
や
ア
ド
バ
イ

ス
を
行
い
ま
す
。
こ
れ
か
ら
就
職
を

考
え
て
い
る
方
な
ど
、
気
軽
に
相
談

し
て
く
だ
さ
い
。

▽
日
時

10
月
14
日
㈮

午
後
１
時

～
３
時
30
分

▽
場
所

Ｂ
ｉ
＠
Ｓ
ｔ
ａ
（
あ
き
る

野
ル
ピ
ア
２
階
）

▽
費
用

無
料

▽
申
込
み
・
問
合
せ

あ
き
る

野
創
業
・
就
労
・
事
業
承
継

支
援
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
Ｂ
ｉ

＠
Ｓ
ｔ
ａ
﹇
☎
５
１
８
・
７

７
７
８

午
前
10
時
〜
午
後

７
時
（
日
曜
日
、
祝
日
、
第

２
水
曜
日
を
除
く
）﹈

▽
担
当
課

商
工
振
興
課
商
工
振
興

係

あきる野市創業・就労・
事業承継支援ステーション

Ｂ
ビ ス タ

ｉ＠Ｓｔａ情報

教育・子ども相談
教育相談（予約制）
○相談日時　月曜～金曜日　午前９時～正午、午後１

時～５時（教育支援室は３時まで、随時）

○相談場所・問合せ
● 秋川教育相談所（☎５５８－６４４４）

● 五日市教育相談所（☎５９６－６４６０）

教育支援室［せせらぎ教室（☎５５０－６５２７）］

○相談日時　月曜～金曜日　午前９時～正午、午

後１時～５時

○相談場所・問合せ　教育支援室［せせらぎ教室（☎

５５０－６５２７］

子ども相談（予約制）
○相談日時　月曜～土曜日　午前９時～午後５時

30分

○相談場所　各児童館

子ども家庭支援センター総合相談（随時）
○相談日時　月曜～土曜日　午前10時～午後６時

30分（第２水曜日、祝日、年末・年始を除く）

○相談場所・問合せ　子ども家庭支援センター（☎

５５０－３３１３）

子育て相談（予約制）
○相談日時　月曜～金曜日　午前10時～午後５時

○相談場所 屋城保育園、神明保育園、すぎの子保育園

あきる野市役所　☎（042）558－1111㈹ 令和４年（2022年）10月１日 （10）

（以下は広告枠です）

「ここるの」子育て情報
（あきる野ルピア２階）


